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 この「業務仕様書」（以下「仕様書」という。）は、世界遺産平泉保存活用推進実行委員

会（以下「実行委員会」という。）が実施する「平泉来訪者動向調査業務」（以下「本業務」

という。）の実施に関し、実行委員会が契約する事業者（以下「受託者」という。）に要求

する本業務の内容を示すものである。 

 
 １ 業務名称 

   平泉来訪者動向調査業務（以下「本業務」という。） 

 

 ２ 本業務の目的 

  (1) 平泉世界遺産ガイダンスセンターの開館や、平泉スマートインターチェンジの設置 

   等、平泉周辺の来訪者の動向に影響を及ぼす状況の変化を踏まえ、適切な来訪者数や 

     周遊動向を把握するため、来訪者動向調査を実施するもの。 

 (2) また、平泉世界遺産ガイダンスセンターを含めた「平泉の文化遺産」における文化 

     観光事業や効果的な広報・宣伝など、今後の来訪・周遊促進施策の検討に生かすもの。 

 

 ３ 実施期間 

   契約締結の日から令和６年２月28日(水)まで 

 

 ４ 本業務の内容 

   本業務の内容は、次のとおり。 

 (1) 「業務計画書」の作成 

  本業務の目的を十分に理解のうえ、次に掲げる項目を盛り込んだ「業務計画書」を 

 作成し、実行委員会へ提出するものとする。 

 ア 業務名称、本業務の目的及び実施期間（仕様書から移記） 

 イ 実施方針（個人情報の取扱い及び安全確保に関する事項を盛り込むこと。） 

 ウ 業務工程（必要な打合せ及び中間報告等の日程を盛り込むこと。） 

 エ 実施体制（業務の実施に係る組織体制） 

 オ 成果物（調査報告書）の内容 

 カ 連絡体制（緊急時の体制を含む。） 

 キ その他、実行委員会が必要と認める事項 

 (2) 調査項目の設計及び調査様式の作成 

  次により調査項目を設定し、調査様式（日本語及び英語）を作成すること。 

    なお、実行委員会が必要と認める場合は、項目の追加、変更及び削除を行う場合が 

   あること。 

   〈調査項目〉１居住地 ２年齢 ３性別 ４同行者 ５来訪動機 ６利用交通機関 

         ７直前に来訪した場所・直後に来訪する場所 ８宿泊の有無(宿泊地) 

         ９情報源 10自由記載 

 (3) 調査の実施 

   ア 調査期間 

    ［第１期］令和５年８月７日(月)から令和５年９月３日(日)まで 

    ［第２期］令和５年10月２日(月)から令和５年11月５日(日)まで 

   イ 調査地点 

     平泉世界遺産ガイダンスセンター、中尊寺及び毛越寺の３地点 

     ※ 調査地点の管理者等との調整は実行委員会が行い、詳細の調査場所について 

      は実行委員会が、別途指示する。 
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   ウ 調査対象 

     ４(3)イに掲げる調査地点への来訪者 

   エ 調査件数 

     第１期と第２期を合わせて1,500件以上とする。 

         ※ 感染症等の影響により、調査件数を大幅に確保できない場合は、実行委員会と 

      協議のうえ、再調査等の対策を講じる。 

   オ 調査方法 

    ① 調査員が、４(3)イに掲げる調査地点において、４(2)で作成した調査様式によ 

     り、面接での聞き取り調査を行う。 

    ② 調査件数の確保に繋がる場合等は、ウェブ形式での調査も可とする。 

    ③ 回答者全員に対して、実行委員会が用意する謝礼品を配布する。 

             （ウェブ形式等による対面でない場合を除く。） 

   カ 調査員 

     各調査地点において、本業務実施にあたり十分な知識、理解及び経験のある者を、 

    調査員の監督者として配置し、調査員が合理的かつ効率的に稼働するよう管理する。 

   キ 記録 

     各調査地点における調査時の様子を画像に記録し、実行委員会へ提出する。 

 (4) 集計、分析及び報告 

    調査結果について、単純集計やクロス集計等を行い、その傾向等を分析し、適宜コ 

     メント等で整理したうえで、「調査報告書」としてとりまとめ、実行委員会に紙及び 

     データ（ＰＤＦファイルをＣＤ又はＤＶＤに保存）により提出すること。 

 (5) 業務報告書の作成 

    本業務が完了したときは、４(1)から(4)までの実施状況等を盛り込んだ「業務報告 

   書」を作成し、速やかに実行委員会に紙及びデータ（ＰＤＦファイルをＣＤ又はＤＶ 

   Ｄに保存）により提出すること。 

 (6) 成果品の納品 

    ４(1)から(5)に掲げるもののほか、次の成果品等を実行委員会に紙及びデータ（Ｐ 

   ＤＦファイルをＣＤ又はＤＶＤに保存）により納品すること。 

   ア 第１期単純集計データ［令和５年９月29日(金)までに提出］ 

   イ 第２期単純集計データ［令和５年11月30日(木)までに提出］ 

   ウ その他、実行委員会と受託者が協議のうえ、必要と認められたもの。 

 (7) 業務に関する打合せの実施 

    本業務の実施に際する疑義を解消し、本業務を適正かつ円滑に実施するため、実行 

   委員会と受託者は、次により、業務に関する打合せを行う。 

   ア 実施時期 

    ① 業務着手前、第１期単純集計終了後及び第２期単純集計終了後 

    ② その他、実行委員会と受託者が必要と認めるとき 

   イ 実施方法 

    ① 原則、対面とするが、軽易な内容等の場合は電子メールでの連絡でも可とする。 

    ② 業務打合せ記録簿を作成し、実行委員会及び受託者において内容を確認後、両 

     者押印のうえ１部ずつ保管する。 

 (8) その他 

    その他、業務の実施に際して必要と認められた事項については、実行委員会と受託 

   者が協議のうえ決定する。 
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 ５ 契約に関する条件等 

 (1) 再委託等の制限 

   ア 受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは運営等を一括して第三者に委 

       託し、又は請け負わせてはならない。 

   イ 受託者は、上記アに該当しない限りにおいて本業務の一部を第三者に委託するこ 

       とができる。この場合、事前に、再委託の内容、再委託先（商号又は名称）、その 

       他再委託先に対する管理方法等、必要事項を実行委員会に対して文書で報告しなけ 

       ればならない。 

 (2) 再委託の相手方 

   受託者は、上記(1)イにより本業務の一部を第三者に委託する場合は、その相手方を、 

   岩手県内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。 

  (3) 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

ア 実行委員会は、本業務の履行につき、著しく不適当と認められるときは、受託者 

 に対し、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ 

 とができる。 

イ 実行委員会は、上記（1）イにより、受託者から委託を受けた者で本業務の履行 

 につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して必要な措置をとるべきこ 

 とを請求することができる。 

ウ 受託者は、上記の請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置 

 を講じ、その結果の請求を受けた日から10日以内に、実行委員会に対して通知しな 

 ければならない。 

 (3) 権利の帰属等 

  本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有 

 権等は、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から実行委員会に移転する 

 こととするが、その詳細については、実行委員会及び受託者間で協議の上、別途契約 

 書により定める。 

  (4) 機密の保持 

  受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三 

 者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。 

  (5)  個人情報の保護 

  受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特 

 記事項」を遵守しなければならない。 

 


